
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 相談者面談カード 

独立行政法人等の名称 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

円滑化グループ 

個人情報ファイルの利用目的 
原子力損害の被害者による損害賠償の請求・申立てに関する相

談者への支援のために利用する。 

記録項目 

相談者の１氏名、２性別、３職業、４住所、５電話番号、６家

族構成、７原子力損害に関する損害賠償の請求・申立てに関す

る相談の内容 

記録範囲 原子力損害賠償・廃炉等支援機構に相談を申し出た者 

記録情報の収集方法 本人からの申告による。 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 総務グループ 

(所在地) 〒107-0052 

東京都港区赤坂１－11－44 赤坂インターシティ11階 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３項に該当するフ

ァイル 

    □有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

非該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

－ 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

－ 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

－ 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

－ 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

－ 

備   考 － 

 



原子力損害賠償・廃炉等支援機構 個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 電話相談窓口受付シート 

独立行政法人等の名称 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

円滑化グループ 

個人情報ファイルの利用目的 
原子力損害の被害者による損害賠償の請求・申立てに関する相

談者への支援のために利用する。 

記録項目 
相談者の１氏名、２住所、３電話番号、４原子力損害に関する

損害賠償の請求・申立てに関する相談及び情報提供の内容 

記録範囲 
原子力損害賠償・廃炉等支援機構に直接相談及び情報提供を申

し出た者 

記録情報の収集方法 本人からの申告による。 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 総務グループ 

(所在地) 〒107-0052 

東京都港区赤坂１－11－44 赤坂インターシティ11階 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３項に該当するフ

ァイル 

    □有 ☑無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

非該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

－ 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

－ 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

－ 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

－ 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

－ 

備   考 － 

 


